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初
鹿
明
博
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提
出
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紙
不
足
と
な
っ
た
日
雇
特
例
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
対
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る
救
済
措
置
に
関
す
る

質
問
に
対
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る
答
弁
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一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

健
康
保
険
制
度
に
お
い
て
、
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
日
雇
労
働
者
は
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
と
さ
れ
、
日
雇
特
例
被

保
険
者
に
つ
い
て
は
、
就
労
時
間
が
短
く
、
就
労
状
態
が
安
定
的
で
な
い
と
い
っ
た
特
性
を
考
慮
し
、
事
業
主
は
日
雇
特
例

被
保
険
者
を
使
用
す
る
日
ご
と
に
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
と
し
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
保
険
給
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、

保
険
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
の
前
二
月
間
に
通
算
し
て
二
十
六
日
以
上
又
は
当
該
日
の
属
す
る
月
の
前
六
月
間
に
通

算
し
て
七
十
八
日
以
上
の
保
険
料
が
納
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
し
、
保
険
料
の
納
付
状
況
を
健
康
保
険
印
紙
の
枚
数

に
よ
り
確
認
す
る
仕
組
み
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
制
度
の
趣
旨
を
踏
ま
え
る
と
、
御
指
摘
の
「
印
紙
が
不
足
し
て
い
る
枚

数
分
の
保
険
料
を
事
後
に
追
加
で
納
付
す
る
こ
と
で
、
受
給
資
格
を
満
た
す
こ
と
と
す
る
」
こ
と
や
、
「
印
紙
の
有
無
に
よ

ら
ず
に
日
雇
特
例
健
康
保
険
の
給
付
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
た
日
数

に
照
ら
し
て
日
雇
特
例
被
保
険
者
と
し
て
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
程
度
の
使
用
の
実
態
が
な
い
者
に
保
険

給
付
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
適
当
で
な
い
と
考
え
て
い
る
。 
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そ
の
上
で
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
就
労
の
特
性
を
考
慮
し
て
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第

七
十
号
）
第
百
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
と
し
て
療
養
の
給
付
を
受
け
た
疾

病
等
に
つ
い
て
、
当
該
疾
病
等
に
係
る
療
養
の
給
付
、
特
別
療
養
費
の
支
給
又
は
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
の
開
始
の
日
か
ら
一
年
の
間
、
受
給
資
格
を
満
た
さ
な
い
月
に
お

い
て
も
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
と

き
や
、
引
き
続
く
二
月
間
に
通
算
し
て
二
十
六
日
以
上
使
用
さ
れ
る
見
込
み
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
療
養
の
給
付
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 


